
平成 23年 3月 24日

会 員 各 位

茨城県毒物劇物保安協会

会長 大 野 充 敬

(公印省略)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条

第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後

の満了日を平成23年8月31日とする措置を指定する件等について

このことについて、平成23年 3月 23日 付け薬第1383号 をもって茨城県保健福祉

部薬務課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。



郷
233.2!!!

薬 第 1 3 8 3 号

平成 23年 3月 2 3日

茨城県毒物劇物保安協会長 殿

茨城県保健福祉部菜務課 長

( 公 印 省 峰 )

特定非常災害の被告者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第 3条

第 2項 の規定に基づき同条第 1項 の特定権利利益に係 る期間の延長に関 し当該延長後

の満了日を平成 23年 8月 31日 とする措置を指定する件等について

このことについて,平 成 23年 3月 17日付け薬食発 0317第 6号 をもつて,厚 生労働省医

薬食品局長より別添写 しの とお り通知があ りま したので,御 承知の うえ,貴 会会賞によく

お知 らせ下さい。
























































